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議案第２０号 

令和２年度登米市水道事業会計予算 

（総則） 

第１条  令和２年度登米市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる｡ 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする｡ 

（１）給水件数               ３０，１００件 

（２）年間総配水量          ８，６８３，２００ 

（３）年間総有収水量         ７，６４１，７００ 

（４）主な建設改良事業 

ア 取水施設整備事業 ６，１６０ 千円 

イ 浄水施設整備事業 ４０，３７０ 千円 

ウ 配給水施設整備事業 １，１６５，７２０ 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡ 

収    入 

第８款 水道事業収益  ２，６４８，１４９ 千円 

第１項 営 業 収 益  ２，２７２，２１４ 千円 

第２項 営業外収益  ３７５，７７０ 千円 

第３項 特 別 利 益  １６５ 千円 

支    出 

第９款 水道事業費用  ２，６５８，１６１ 千円 

第１項 営 業 費 用  ２，４２２，４５２ 千円 

第２項 営業外費用  ２１５，０４０ 千円 

 第３項 特 別 損 失  ６６９ 千円 

第４項 予 備 費  ２０，０００ 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１，０３３，９４９千円は、過年度分損益

勘定留保資金９４９，２００千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額８４，７４９千円で補てんするものとする。）｡ 
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収    入 

第１０款 資 本 的 収 入  ９１４，６８７ 千円 

第１項 企 業 債  ５０２，３００ 千円 

 第２項 負担金及び補償金  ４６，６０３ 千円 

 第３項 補 助 金          １８３，３３３ 千円 

 第４項  出 資 金          １７３，６４０ 千円 

第５項  加  入  金  ８，８１１ 千円 

支    出 

第１１款 資 本 的 支 出          １，９４８，６３６ 千円 

 第１項 建 設 改 良 費          １，２１４，８５３ 千円 

 第２項 企 業 債 償 還 金          ７３３，７８３ 千円 

（債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

事    項 期   間 限 度 額 

浄水施設等管理運転業務 
令和３年度から 

令和７年度まで 

千円 

１，５６６，２３５

配水施設等維持管理業務 
令和３年度から 

令和７年度まで 
２９９，１４５

保呂羽浄水場再構築事業 

事業者選定支援業務 
令和３年度 ２１，１２０

（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める｡ 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

ア 取水施設整備事業

千円 

3,600
証書借入 5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金については、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率） 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

低利に借り換え

る こ と が で き

る。

イ 浄水施設整備事業 23,700

ウ 配水管整備事業 284,000

エ 管路緊急改善事業 191,000

合   計 502,300
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

職員給与費  ２０９，４２２ 千円 

（他会計からの補助金） 

第８条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１７条の３の規定に

基づく登米市一般会計からこの会計へ補助を受ける事項、金額は次のとおり

と定める。 

事   項 金  額 

統合簡易水道繰入金（東和） ７，３７２千円

統合簡易水道繰入金（石越） ２７，１７６千円

統合簡易水道繰入金（横山） ２０，１９４千円

合  計 ５４，７４２千円

（たな卸資産の購入限度額） 

第９条  たな卸資産の購入限度額は、３２，４２５千円と定める｡ 

（重要な資産の取得） 

第１０条  重要な資産の取得は、次のとおりとする｡ 

種 類 名  称 数量 

１ 取得する資産 構築物 配水管等 登米市石越町地内 一式 

令和２年２月３日提出 

登米市長  熊 谷 盛 廣 
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